
平成 24 年 2 月 

第 49 回 JFRL 講演会(九州支所)のご案内 
 

財団法人 日本食品分析センター 九州支所 
 

拝 啓 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は，格別のご高配を賜り，厚く

御礼申し上げます。 

さて，今回の講演会では食品表示の動向について，最新の情報を交えながら詳しく解説

させていただきます。また，食品のカロリー計算とそれに関係する低カロリー素材につい

ても解説，紹介させていただきます(講演内容につきましては別紙の講演概要をご確認くだ

さい。)。 

年度末にてご多忙の折りとは存じますが，多数のご参加をお待ちいたしております。 

敬 具 

（記） 

 

  １．日    時   平成２４年３月９日（金）  14 時 ～ 16 時 45 分 

               （受付：13 時 30 分から） 

 ２．場    所   アクロス福岡  国際会議場（４Ｆ） 

   福岡市中央区天神１－１－１ 

 ３．講演テーマ 「食品のカロリー計算と低カロリー素材 
         （オリゴ糖や糖アルコール）の紹介」 

  講 師：(財)日本食品分析センター 多摩研究所 

   基礎栄養分析課 課長    渕 上 賢 一 

  「食品表示 ～これからどうなる～ 

（食品表示一元化検討会の議論から）」 

  講 師：(財)日本食品分析センター 東京本部 

   テクニカルサービス部 部長 湯 川 剛 一 郎 

 ４．参 加 費 無  料 

 ５．申 込 先 財団法人 日本食品分析センター 九州支所 （TEL：092-291-1256） 

  E-mail：ba_kyushu_l@jfrl.or.jp  FAX：092-291-1135 
  （このメールアドレスは講演会のお申込み専用です。） 

 ６．申込方法 メール又はファクシミリでお申し込みください。ファクシミリは次

頁の申込書をご利用ください。メールの場合は申込書の記載事項を

ご連絡ください。 

 ７．申込締切 先着順に，申込数が２５０名になり次第締め切らせていただきます。

また，１社で多数のお申し込みがあった場合は，人数を調整させて

いただく場合がございますことを併せてご了承下さい。 

参加登録証の送付(送信)は開催日の約２週間前を予定しています。 
 

  本講演会の開催には，食品品質保持技術研究会のご協力を得ております。 

mailto:ba_kyushu@jfrl.or.jp


宛先 (財)日本食品分析センター 九州支所    (FAX ０９２－２９１－１１３５) 

第 49 回 JFRL 講演会(九州支所) 参加申込書（参加登録証） 

       （受付番号以外をご記入の上，ファクシミリにてお送り下さい。） 

会 社 名  

部 課 名  

受講者名                                             （ 全    名 ）

TEL  
ご 住 所 

〒 

 
FAX  

E-mail          ＠ 受付番号  

（お手数ですが，ご参加の際は当センターから返送いたしました本登録証 

又はメールにてお送りした参加登録証を印刷したものをご持参下さい。） 

 

 日 時：平成２４年３月９日（金） 14 時 ～ 16 時 45 分（受付：13 時 30 分から） 

 場 所：アクロス福岡  国際会議場（４Ｆ） （福岡市中央区天神１－１－１） 

 

会場案内図 

 

お客様の個人情報は，試験・検査・審査・調査・研究・コンサルティングに関わる連絡・

調整及び当センターが実施する各種情報の提供や他の業務のご案内に限り，利用いたします。

 



別紙 
 

講演概要 

 

 

食品のカロリー計算と低カロリー素材の紹介 
 

「カロリー」は食品の特性を示す身近な情報であるとともに，商品設計には欠かせない

情報の一つです。 

カロリーはたんぱく質，脂質，炭水化物などの含有量に固有の係数を乗じ，合計する事

で求めますが，その計算を行った経験のある方は少ないのではないかと思います。そこで，

カロリーの計算例を紹介し，計算方法を説明させて頂きます。 

また，添加することでカロリーを下げる効果のあるオリゴ糖や糖アルコールなどの一部

の低カロリー素材について，機能性も含めて紹介します。 

 

 

 

食品表示 ～これからどうなる～（食品表示一元化検討会の議論から） 
 

消費者庁では，昨年 9 月に食品表示一元化検討会を設置し，新しい食品表示の一元化に

向けた検討を進めています。この検討会では食品衛生法，ＪＡＳ法，健康増進法の食品表

示に係る規定について一元化を目指しており，この議論を受けて消費者庁では 2013 年 3

月にも新たな表示法律案として国会への提出を考えています。また，栄養成分表示義務付

けの是非，原料原産地表示の範囲など表示制度の範囲についても議論が行われています。

検討会の議論から，今後の表示制度の姿と食品企業の対応を考えます。 

 

 

以 上 

 




